「立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する
規則の一部を改正する規則（案）」に関する意見

令和　　年　　月　　日

千葉県総務部総務課行政経営室　宛て
〒260-8667（住所省略可）　千葉市中央区市場町１－１
　　　FAX：043-225-1904　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：gyoukaku05@mz.pref.chiba.lg.jp
　※原則、郵便、FAX、電子メールのいずれかで送付してください。
　　上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
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